
金山町農地利用最適化推進委員募集要項 

農業委員会等に関する法律及び金山町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関

する規則に基づき、農地利用最適化推進委員候補者を募集します。 

 

１ 募集人数及び区域 

３人（旧川口村・旧本名村、旧沼沢村、旧横田村 各１人） 

 

２ 委嘱期間 

農業委員会が委嘱した日から令和１１年７月１９日まで 

 

３ 身分 

金山町の特別職の非常勤職員 

 

４ 職務内容 

（１） 農地法や他の法令に基づく、農地の権利に係る許可等に関して、現地調査を行う

とともに、必要に応じて、総会や調査会等に出席し情報提供します。 

（２） 「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定し、担当区域において農業

委員と連携して、農地等の利用の最適化（担い手への農地利用の集積・集約化、 

遊休農地の発生防止・解消、農業への新規参入の促進）に関する活動を日常的に行

います。 

（３） 農業委員会等が開催する会議及び研修会（年数回）に出席します。 

（４） 農家からの相談、農家への助言並びに指導、農業一般に関する調査及び情報の提

供に関する業務を農業委員と連携して行います。 

 

５ 報酬 

年額 １８０，０００円 

 

６ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

農地等の利用の最適化（担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・

解消、新規参入の促進等）の推進に熱意と識見を有する者で、その職務を適切に行うこと

ができる者。 

ただし、次の者は農業委員会等に関する法律により、農地利用最適化推進委員になるこ

とが出来ません。 

 

 



（１） 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２） 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

なくなるまでの者 

 

７ 兼職の禁止 

  農地利用最適化推進委員の兼職の可否については、次のとおりです。 

区  分 
兼職の

可 否 
根拠法令 

農業委員会 農業委員 × 
農業委員会等に関する法律 

第 18条第 5項 

国会議員 衆議院議員・参議院議員 × 国会法第 39条 

執行機関の 

委員 

教育委員 〇 
地方教育行政の組織及び 

運営に関する法律第 6条 

人事委員会委員 × 
地方公務員法第 9条の 2 

 第 9項 

公平委員会委員 × 
地方公務員法第 9条の 2 

 第 9項 

固定資産評価審査委員会 

委員 
〇 

地方税法第 425条第 1項 

第 3号 

固定資産評価委員 〇 
地方税法第 406条第 1項 

第 2号 

一般職公務員 職員、常勤再任用職員 △ 

国家公務員法第 101条、 

地方公務員法第 35条 

※自治体による 

（兼職承認） 

その他 農業委員会の請負業者 〇 
地方自治法第 180条の 5第

6項 

 

８ 推薦及び応募の方法 

推薦用紙・応募用紙に必要事項を記入のうえ、郵送又は持参により、金山町農業委員会

事務局又は金山町役場横田出張所まで提出してください。 

（１）推薦及び応募書 

 

推薦・応募共通 

 

 

別記様式 金山町農地利用最適化推進委員 推薦用紙・応募用紙 

 



 （２）推薦用紙及び応募用紙の入手方法 

   次の窓口に備えるほか、下記のホームページからダウンロードできます。 

窓口 所在地 電話番号 

金山町農業委員会事務局 

〒968-0011  

金山町大字川口字谷地 393金山町役場

3階 

0241-54-5321 

金山町役場 横田出張所 
〒968-0322 

金山町大字横田字居平 601-1 
0241-56-4111 

 

《金山町ホームページ》 

https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/soshiki/52/nougyouiinbosyu.html 

 

９ 受付期間 

令和８年２月１６日（月）から令和８年３月２７日（金）【必着】 

※持参される場合は、開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分までに提出してく

ださい。 

 

１０ 選定方法 

金山町農業委員会総会において、提出された書類をもとに選定します。 

ただし、下記の（１）～（３）の者については、選定しません。 

（１） 暴力団、暴力団員、又は暴力団関係者との関係を有する者 

（２） 市町村税の滞納者 

（３） 違反転用の指導対象者 

 

１１ 農地利用最適化推進委員候補者の選定結果の通知 

農地利用最適化推進委員候補者の選定結果は、令和８年４月末までに被推薦者及び応募

者全員へ書面で通知します。その後、金山町農業委員会総会（令和８年７月予定）で決定さ

れた後、金山町農業委員会が委嘱します。 

 

１２ その他 

（１） 受付期間の中間（２月上旬）及び期間終了後（３月下旬）に、推薦者、被推薦

者、応募者それぞれの書類記載事項について、住所を除いた情報を金山町のホー

ムページ等で公表します。 

 （２） 推薦用紙及び応募用紙に記載された内容確認のため、必要に応じて本人又は関

係機関に対して照会を行うことがあります。 

 

https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/soshiki/52/nougyouiinbosyu.html


１３ 問い合せ先 

金山町農業委員会事務局（金山町役場 3階農林課内） 

〒968-0011 金山町大字川口字谷地 393 

電話：0241-54-5321（直通） FAX：0241-54-5335 


